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１【提　出　理　由】

ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ（UBS（Lux）Key Selection SICAV）（以下「本投資法

人」といいます。）のサブ・ファンドであるグローバル・アロケーション（ユーロ）（以下「消滅サブ・

ファンド」といいます。）が本投資法人のサブ・ファンドであるグローバル・アロケーション（米ドル）

（以下「存続サブ・ファンド」といいます。）と合併し解散するため、本投資法人は、金融商品取引法第

24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき

本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報　告　内　容】

（イ）当該解散等の年月日

2024年10月25日

 

（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由

消滅サブ・ファンドの投資者の利益が減少しているため、また募集を合理化および簡素化するため

に、本投資法人の取締役会は、本投資法人の統合基本定款第25条の規定に従い、消滅サブ・ファンドを

存続サブ・ファンドに吸収させることが投資主の利益であると判断しました。

 

（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に

対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

2024年９月６日付の書面により、登録受益者である日本の販売会社に通知しました。
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